
寒 川町 特別 会計条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

(設 置 ) (設 置 ) 

第 1条  地 方 自 治 法 (昭 和 2 2年 法 律 第 6 7

号 )第 209条 第 2項 の 規 定 に よ り 、 次 の 各

号 に掲 げる 特別会 計を、当該 各号 に定め

る 目的 のた め設置 する 。  

第 1条  地 方 自 治 法 (昭 和 2 2年 法 律 第 6 7

号 )第 209条 第 2項 の 規 定 に よ り 、 次 の 各

号 に掲 げる 特別会 計を、当該 各号 に定め

る 目的 のた め設置 する 。  

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

( 5 ) 寒 川 町 (仮 称 )健 康 福 祉 総 合 セ ン タ

ー 用地 取得 事業特 別会 計  

公 共用 地取 得事業  

      （削 る）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

 1 この条 例は 、平 成 31年 4月 1日 から施 行

す る。  

 (経 過措置 ) 

 2  こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 寒 川 町 特 別

会 計 条 例 の 規 定 に よ る 平 成 3 0年 度 分 の

歳 入 、歳出 及び 決算に つい ては 、な お従

前 の例 によ る。  

 


